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保育士の処遇改善は緊急の課題！  

退職手当共済公費助成の継続を求めます 

  

退職手当共済制度は、社会福祉法人の社会福祉施設等に従事する人材を確保し、福

祉サービスの安定的供給と質の向上に資することを目的とした制度であり、職員処遇

の確保に重要な役割を果たしています。この共済制度の掛け金の一部を、国・都道府

県が助成することで、働き続ける条件をつくってきたのです。ところが、その助成が

高齢分野・障害分野で打ち切られ、残る保育分野でも「公費助成のあり方を 2020 年度

末までに見直す」とされています。私たちは、公費助成を廃止せず、継続することを

求めています。 

 

 保育は社会生活の維持になくてはならないエッセンシャルワークであり、それを支

えているのは保育士など保育園職員です。しかし、エッセンシャルワークとしてふさ

わしい処遇が保障されておらず、一刻も早い処遇改善が求められています。 

 国としても待機児童解消を掲げ、そのために「保育士不足解消と保育士処遇改善」

をめざし様々な施策を打ち出してきました。しかし、公費助成が廃止されれば、保育

士の処遇悪化につながり、保育士不足はさらに加速し、待機児童解消も停滞すること

は間違いありません。保育士不足がさらに深刻化することで、平常時はもとより、災

害時やコロナ禍において社会生活を維持させる機能を担うことも困難となるでしょ

う。 

 保育園職員の処遇を改善し、安定した保育を実施するために、退職手当共済制度へ

の公費助成はなくてはならない大切な仕組みです。 

 2020年度末の保育園職員の退職手当共済制度における公費助成のあり方の見直しに

あたって、廃止ではなく、継続・拡充を求めます。 
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